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第１編 総 則

第１章 総 論

１ 本プランの策定目的

本市では、災害時に特に配慮を要する方々、いわゆる要配慮者への対策について、平

成２２年３月「宮崎市災害時要援護者避難支援プラン」を策定し、市の支援体制の整備

と地域における避難支援体制の構築を推進してきました。

その後、平成２３年の東日本大震災において、犠牲者の約６割が６５歳以上の高齢者

であったことや、障がい者が犠牲となった割合も、被災者全体に対する犠牲者の割合の

約２倍に上ったこと、さらに、消防団員、民生委員・児童委員などの支援者も多数犠牲

となったことなどの教訓を踏まえ、平成２５年に災害対策基本法の改正が行われ、市町

村長に避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられました。

近年の災害においても、高齢者や障がい者が犠牲となっており、災害における全体の

死者のうち６５歳以上の高齢者の割合は、令和元年台風第１９号では約６５％、令和２

年７月豪雨では約７９％となっています。

これらを踏まえ、令和３年５月に災害対策基本法が改正され、市町村に避難行動要支

援者ごとに個別避難計画の作成が努力義務化されるなど、更なる災害時の要配慮者対策

の強化が必要とされています。

このため、本市ではこれまでの取組や国の取組指針等を踏まえ、避難支援の必要な対

象者の範囲、市民や行政の役割分担、避難行動要支援者の情報の収集・共有の方法、個

別避難計画の作成・共有の方法、避難情報の発令・伝達、避難支援体制など、本市にお

ける要配慮者対策の基本事項を定めるものとして宮崎市要配慮者避難支援プランを策定

します。

２ プランの位置づけ

この避難支援プランは、宮崎市地域防災計画に基づき作成するものであり、関係機関

による要配慮者の避難支援に関する事項を具体化した行動計画です。さらに、地域の支

え合いをより一層推進するために策定した「宮崎市地域福祉計画」を補完する関係にあ

ります。

３ 要配慮者及び避難行動要支援者の範囲

宮崎市地域防災計画では、要配慮者を、「災害発生時に迅速かつ適切な行動がとりにく

い人や災害情報が伝わりにくい人、また、定期的な投薬や人工透析などの医療行為を必

要とする人など、災害時にライフラインが寸断された場合や長期の避難生活に際して特

別な対応が必要な人」と定義し、その範囲は、①介護支援が必要な高齢者 ②障がい者

（身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等） ③難病患者 ④傷病者 ⑤乳幼児

⑥妊産婦 ⑦小学生 ⑧日本語が不自由な外国人等としています。
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避難行動要支援者とは、「要配慮者のうち、災害が発生し又は災害が発生するおそれが

ある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図

るため特に支援を要する者」をいいます。その範囲については、次のとおりとし、宮崎

市地域防災計画に定めます。

避難行動要支援者名簿に登載する者の範囲は、次の要件のいずれかに該当するもの

のうち生活の基盤が自宅にある者とする。

ア ６５歳以上のみの世帯で、介護保険法（平成９年法律第123号）第19条第１項の規

定による要介護１又は２の認定を受けている者

イ 介護保険法（平成９年法律第123号）第19条第１項の規定による要介護３以上の認

定を受けている者

ウ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障がい

者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省

令第15号）別表第５号身体障害者障害程度等級表の視覚障がい、聴覚障がい、肢体

不自由及び呼吸器機能障がいの級別１級又は２級にあたる者

エ 児童相談所又は知的障がい者更生相談所において重度の知的障がいがあると判定

された者

オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項

の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第155号）第６条第３項に規定

する障がい等級が１級である者

カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17 年法律第

123 号）第５条、第７７条第３項又は児童福祉法（昭和22 年法律第164 号）第６条

の２の２の規定に基づく支給決定を受けている者のうち、本市が医療的ケアが必要

と認めた者

キ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第５条に基づ

き宮崎県が指定する特定医療費（指定難病）支給認定者及び特定疾患医療受給者の

うち、身体状況が「人の助けがあれば歩くことができる」「車いすなら移動できる」

「ねたきり」「人工呼吸器装着者」のいずれかの者

ク 本市が生活・学習アシスタントの派遣を決定した児童生徒

ケ その他、登載を希望し、市長が避難支援等の必要を認めた者

上記要件に該当し、避難行動要支援者名簿に登載された者のうち、その後の状態によ

り、要件から外れた場合や真に避難支援が必要でないと市が判断した場合、死亡・転出・

施設に入所・長期入院の場合は名簿から削除する。
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４ 避難支援等関係者となる者について

要配慮者の避難支援については、地域における共助が大きな力を発揮します。そのた

め、地域における避難支援等関係者を選定し、平常時から避難行動要支援者名簿や個別

避難計画の共有を行うなど、避難支援体制の構築と連携を進めることが重要となります。

宮崎市地域防災計画では、避難支援等関係者の範囲を次のとおりとしています。

1) 自治会 2) 地区社会福祉協議会 3) 民生委員・児童委員 4)福祉協力員

5) 自主防災組織 6) 宮崎市消防団 7) 宮崎市社会福祉協議会

8）地域包括支援センター 9) 宮崎北警察署・宮崎南警察署・高岡警察署

10）個別避難計画の作成支援を行う事業所

11）その他避難支援等の実施に携わる関係者

５ 要配慮者の特性と配慮を要する事項

要配慮者の避難支援に当たっては、要配慮者の特性を把握して進めることが必要です。

避難情報の伝達や避難誘導、避難所における支援など各々の段階で、それぞれの特性に

配慮した継続的な支援が求められます。

また、平常時から、下記の点に留意して対策を進めることも重要です。

（１）要配慮者のうち、避難行動要支援者に関する情報を避難行動要支援者名簿に

より、平常時から把握しておく。

（２）要配慮者のうち避難行動要支援者に対しては、一人一人に個別避難計画を作

成し避難行動要支援者本人、避難支援等関係者、避難支援者で情報共有を行

い、災害時の避難行動等を確認しておく。

（３）防災関係機関並びに保健・福祉・医療関係機関、団体との連携を深める。

（４）要配慮者の支援に当たっては、個人情報の保護に十分配慮して進める。
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第２章 要配慮者支援対策の体制整備

１ 基本的な考え方

要配慮者は、必要な支援を受けることができれば自分で適切な行動を取ることができ

る方や、避難支援に複数人の支援が必要な方など、個々によって状況が異なります。そ

のため、災害時において、要配慮者の安全を確保するためには、要配慮者それぞれの状

況（例えば障がいの内容、程度など）に応じた的確な支援が必要となります。

災害時の対策として、自らの身は自らで守るという「自助」を基本に、地域や近隣の

住民が助け合うという「共助」の考え、行政機関や宮崎市社会福祉協議会等による支援

活動「公助」を併せ、「自助・共助・公助」の関係とそれぞれの役割を明らかにしつつ、

協力と連携により、平常時からの支援体制を整備していく必要があります。

また、要配慮者の中でも自ら避難することが困難な避難行動要支援者については、市

が作成する避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を市の関係部局と地域の避難支援等

関係者等で共有することで、実効性のある避難支援が行える体制構築を推進します。

２ 関係機関等における役割

（１） 市の役割

市は、宮崎市地域防災計画により、平常時から関係部局が協力して要配慮者避難支

援体制を整備します。特に、避難行動要支援者の名簿を作成し平常時から関係部局で

共有を行うとともに、避難行動要支援者ごとに、避難支援を実施するための計画とし

て個別避難計画を作成します。

災害時には、要配慮者の支援を重点的に行うため、福祉対策部に「要配慮者支援班」

を設置し、情報の収集や伝達に努め、避難行動要支援者の避難状況の集約を行うとと

もに、指定避難所等で十分な支援が受けられない要配慮者に対して、関係機関と連携

した避難支援が実施できる体制を整備します。

また、社会福祉法人や福祉サービス事業者等と、災害時における福祉避難所開設及

び避難支援等に関する協定を締結するなど、協力体制を構築していきます。

① 危機管理部（本部対策室）

【平常時】

ア 避難情報等の地域の組織・団体等への伝達体制の整備と支援

イ 要配慮者参加型の防災訓練の支援

ウ 自主防災組織等の育成支援

エ 避難行動要支援者名簿の共有の推進

オ 個別避難計画の共有

カ 要配慮者の避難支援に関する知識の普及・啓発

キ 福祉避難所の指定
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【災害時】

ア 避難情報の発令・伝達

イ 各対策部との調整

ウ 福祉避難所開設の決定

エ 移動手段のない避難行動要支援者の福祉避難所への移送

② 福祉部（福祉対策部）

【平常時】

ア 避難行動要支援者名簿の管理・更新

イ 避難行動要支援者名簿の共有の推進

ウ 個別避難計画の作成・管理・更新

エ 個別避難計画の集約

オ 要配慮者の避難に関する知識の普及・啓発

カ 福祉避難所の設置・協定締結の推進

キ 福祉避難所の運営体制の整備

ク 福祉サービス事業者等、支援機関との協力関係の構築及び連絡体制の確立

【災害時】

ア 要配慮者支援班の設置

イ 福祉サービス事業者等、支援機関との連絡調整

ウ 各種団体への災害奉仕協力要請

○要配慮者支援班

【災害時】

ア 避難行動要支援者の避難状況及び安否情報の全体集約

イ 本部対策室への福祉避難所開設の要請

ウ 福祉避難所との連絡調整及び開設後の運営支援

エ 避難所における要配慮者支援調整

③ 子ども未来部（子ども未来対策部）

【平常時】

ア 避難行動要支援者名簿・個別避難計画の共有

イ 個別避難計画の作成・更新作業への協力及び助言

ウ 要配慮者の避難に関する知識の普及・啓発

エ 福祉避難所の設置・協定締結への協力

オ 福祉避難所の運営体制整備への協力

カ 福祉サービス事業者等、支援機関との協力関係の構築
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【災害時】

ア 福祉サービス事業者等、支援機関との連絡調整

イ 各種団体への災害奉仕協力要請

○要配慮者支援班

【災害時】

ア 避難行動要支援者の避難状況及び安否情報の全体集約

イ 本部対策室への福祉避難所開設の要請

ウ 福祉避難所との連絡調整及び開設後の運営支援

エ 避難所における要配慮者支援調整

④ 総合支所、地域センター、地域事務所（支部）

【平常時】

ア 避難行動要支援者の避難支援体制の構築

イ 避難行動要支援者名簿の避難支援等関係者への提供及びその調整

ウ 避難情報等の避難行動要支援者、地域の避難支援等関係者への伝達体制の

整備

エ 個別避難計画の作成・管理・更新

オ 個別避難計画の集約

カ 避難行動要支援者の把握

キ 要配慮者の避難に関する知識の普及・啓発

ク 要配慮者参加型の防災訓練の実施

ケ 福祉サービス事業者等、支援機関との協力関係の構築及び連絡体制の確立

【災害時】

ア 避難情報の発令・伝達

イ 避難情報等の避難支援等関係者への連絡・調整

ウ 避難行動要支援者の避難支援、避難状況の把握及び安否情報の収集・報告

エ 指定避難所における要配慮者支援に関する連絡調整

⑤ 消防局（消防対策部）

【平常時】

ア 要配慮者参加型の防災訓練の支援

イ 自主防災組織の育成支援

ウ 避難行動要支援者の把握

エ 個別避難計画の共有

オ 要配慮者の避難支援に関する知識の普及
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【災害時】

ア 要配慮者の避難支援・救助

⑥ 健康管理部（健康管理対策部）

【平常時】

ア 避難行動要支援者名簿・個別避難計画の共有

イ 個別避難計画の作成・更新作業への協力及び助言

ウ 妊産婦、乳幼児への災害時への備えの普及啓発

エ 災害発生時の医療機関の体制整備

【災害時】

ア 難病患者に対する避難誘導及び安否確認への協力

イ 避難所における要配慮者の心身のケア及び健康管理

ウ 緊急入院患者の医療機関の確保

⑦ 企画財政部（企画財政対策部）

【平常時】

ア 外国人への防災知識の普及支援

【災害時】

ア 外国人への避難情報提供の支援

イ 国際交流協会との連絡・調整

（２） 要配慮者の役割

自助として、平常時から家屋の耐震化、家具の転倒防止や食料・必要機材等の備蓄

を行うとともに、自宅の災害危険度について、ハザードマップ等で確認をします。あ

わせて、「マイ・タイムライン」等を作成し、災害が見込まれる場合に、自分や家族が

取るべき行動について、避難開始のタイミングや避難方法・避難場所等を家族等と確

認します。

特に、避難行動要支援者は、避難行動要支援者名簿の地域への情報提供について理

解し、協力を行うとともに、個別避難計画を作成し、地域の避難支援等関係者等と共

有することで、災害時の避難行動を確認します。

さらに、災害時には地域による共助が大きな力を発揮することから、日ごろから自

治会等の地域の活動等に積極的に参加し、地域との関係づくりに努めます。特に、地

域で実施される避難訓練等には積極的に参加し、自身の避難行動や地域の避難支援に

ついて確認します。

災害時には、可能な範囲で災害情報の収集を行い、必要な場合には速やかな避難を

行います。また、避難行動や避難生活に支援が必要な場合には、避難支援等関係者や

各機関に対して支援の依頼を行います。
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（３） 避難支援等関係者の役割

地域の避難支援等関係者は、平常時から地域の要配慮者の所在や状態の把握に努め

ます。

また、地域のそれぞれの組織・団体が、災害時の役割を確認し、団体間で共有する

ことで、地域の避難支援体制の構築を進めます。

特に、避難行動要支援者については、市や関係団体等と避難行動要支援者名簿によ

る情報共有を行います。さらに、個別避難計画の作成への協力や情報共有を行い、災

害時に連携して避難行動要支援者の避難支援が実施できる体制の整備に努めます。

また、地域で行う避難訓練等への要配慮者の参加を促すとともに、訓練時に避難行

動要支援者の個別避難計画の実効性を確認し、必要に応じて個別避難計画の更新等を

行います。

災害時には、本人や家族の安全を最優先に、可能な範囲での避難支援を行うととも

に、避難所でも関係機関と連携して、要配慮者に配慮した避難所運営を行います。ま

た、可能な範囲で、避難行動要支援者の避難状況の確認や安否確認への協力を行いま

す。

（４） 社会福祉法人・福祉サービス事業者等の役割

社会福祉法人や福祉サービス事業者が運営する多数の者が入所・利用している施設

では、避難計画や業務継続計画（BCP）を策定するとともに、平常時から地域の避難
支援等関係者と連携を取り、支援体制の整備を行います。

さらに、市と災害時における福祉避難所開設や避難支援等に関する協定の締結を進

め、災害時の福祉サービスの提供に努めます。

【平常時】

ア 在宅の要配慮者の避難支援への協力

イ 要配慮者支援に対応可能な体制の構築

ウ 地域の避難支援等関係者との連携体制の構築

エ 避難先（福祉避難所）としての避難体制への協力

オ 避難計画や業務継続計画（BCP）の策定
【災害時】

ア 要配慮者の受入

イ 福祉避難所の運営

ウ 福祉サービス提供の継続
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３ 要配慮者に配慮した環境整備

（１） 避難所の整備

市は、避難所となる施設のバリアフリー化に努めます。また、障がい者用トイレの

設置状況を考慮して、避難所に障がい者用災害時仮設トイレ（多用途型、車椅子対応

型、オストメイト対応型）の配置を進めます。

さらに、避難が長期化する場合に備え、福祉避難所の設置を進めます。

（２） 防災知識の普及啓発

市は、市民に対して災害時における要配慮者の避難支援に関する知識の普及啓発に

努めます。合わせて、要配慮者及びその家族に対し、災害時の必要な備えについて周

知します。

このため、市は、要配慮者の特性や配慮すべき事項などを記載した「要配慮者防災

行動マニュアル」を作成し、要配慮者本人及び関係者への配布を行います。
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第３章 避難情報の発令と情報伝達

１ 避難情報の発令

風水害時の避難情報の判断基準等において、市が発令する「高齢者等避難」、「避難指

示」、「緊急安全確保」については、以下のとおりです。

また、市が避難情報を発令する際には、市が開設した避難所や安全な親戚・知人宅、

ホテル・旅館等へ避難する「立ち退き避難」とともに、屋外が危険な場合や、自宅等の

屋内に留まり安全を確保することが可能な場合は「屋内安全確保」を取ることを併せて

通知し、自らの判断で、より安全な避難行動を選択することとします。

警戒レベル 3

高齢者等避難

警戒レベル 4

避難指示

警戒レベル 5

緊急安全確保

発
令
時
の
状
況

○災害が発生するおそれ

がある状況

○災害リスクのある区域

等の要配慮者等、特に避難

行動に時間を要する者が

危険な場所から避難行動

を開始しなければならな

い状況

○災害が発生するおそれ

が高い状況

○災害リスクのある区域

等の通常の避難行動がで

きる者が危険な場所から

全員避難しなければなら

ない状況

○災害が発生又は切迫し

ている状況（必ず発令さ

れる情報ではない）

○身の安全を確保するた

めに指定緊急避難場所等

へ立ち退き避難すること

がかえって危険であると

考えられる状況

と
る
べ
き
行
動

○要配慮者等、特に避難

行動に時間を要する者は、

地域の指定緊急避難

場所等への避難行動を開

始する立ち退き避難又は

屋内安全確保を行う

○時間を要しない者は、

避難準備や自主的な避難

を行う

○通常の避難行動ができ

る者は、指定緊急避難場所

等への立ち退き避難又は

屋内安全確保を行う

○命の危険があることか

ら直ちに身の安全を確保

する

○避難し遅れた者がとる

次善の行動であり、本行動

をとったとしても身の安

全を確保できるとは限ら

ない
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２ 避難情報等についての理解促進・体制整備

「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」の違いについて、市は、十分な周知

を行います。

また、避難情報や災害関連情報が発令されたとき及び避難所を開設したときには、多

様な情報伝達手段を活用し、速やかに情報の提供・伝達が行えるよう、整備を進めます。

聴覚障がい者、外国人に対しては、関係機関の協力を得て、市内の手話通訳者及び外

国語通訳者をリストアップし、災害時における協力要請に備えます。

○災害情報の伝達手段について

情報伝達手段 音声 文字

①消防局及び消防団による広報 ○

②市の広報班による広報 ○

③同報系防災無線による伝達 ○

④警鐘、サイレン（水防信号）による伝達 ○

⑤テレビ・ラジオによる放送 ○ ○

⑥電話による伝達（自治会長等） ○

⑦戸別巡回・伝達網で伝達 ○

⑧市ホームページ（宮崎市災害情報掲示板）による伝達 ○ ○

⑨市の防災メールサービス（多言語対応）による伝達 ○

⑩コミュニティ FM、ケーブルテレビによる広報（協定に基づく） ○ ○

⑪携帯電話会社の緊急速報メールによる伝達 ○

⑫市の防災ラジオによる伝達 ○

⑬市の電話・ＦＡＸサービスによる伝達 ○ ○

⑭防災アプリ（ヤフー防災）による伝達 ○
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第２編 避難行動要支援者の避難支援等

第１章 避難行動要支援者名簿

１ 避難行動要支援者の把握

一般的に、要配慮者の中でも、避難情報が確実に伝達されれば、自力で避難できる人

も相当数含まれています。

そのため、市は、自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難に特に支

援を要する避難行動要支援者について、その支援を重点的、優先的に進めるため、「避難

行動要支援者名簿」を作成し、把握に努めます。

避難行動要支援者の把握については、本市で把握している要介護高齢者や障がい者等

の情報を集約するとともに、その他にも自ら避難支援を必要とする者の情報の収集や、

社会福祉法人や福祉サービス事業者等の民間事業者へ情報提供依頼を行うなど、各関係

機関とも連携し、より広く必要な情報を収集します。

２ 避難行動要支援者名簿の作成

市は、宮崎市地域防災計画に基づき、以下の条件で「避難行動要支援者名簿」を作成

します。

（１） 名簿登載者の範囲

避難行動要支援者名簿の登載者については、宮崎市地域防災計画に定める範囲とし

ます。

（２） 名簿の記載事項

１）氏名、カナ氏名

２）生年月日

３）性別

４）住所又は居所

５）電話番号その他の連絡先

６）避難支援等を必要とする事由

７）上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

（３） 名簿の作成方法等

市は、避難行動要支援者名簿を作成するに当たり、高齢者、要介護認定者、障がい

者、難病患者等については、関係部局で把握している情報の集約を行います。さらに、

より必要な情報を収集するため、災害対策基本法第４９条の１０第４項の規定により、

教育委員会、社会福祉法人や福祉サービス事業者等の民間事業者にも情報の提供を依

頼します。
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また、その他避難支援等の必要を認めたものについては、本人又は代理人から宮崎

市避難行動要支援者名簿登載申出書を受理し、名簿への登載を行います。

収集した避難行動要支援者の情報は、データベース化し、システムによるデータの

管理と避難行動要支援者名簿の作成を行います。

（４） 避難行動要支援者名簿のバックアップ

災害の規模によっては、行政機能の一部が制約を受けることも想定されます。市は、

そういった場合であっても、避難行動要支援者名簿を利用することが可能となるよう、

避難行動要支援者名簿のバックアップデータを作成するとともに、災害による停電等

も考慮し、紙媒体での名簿を定期的に作成・保管することとします。

３ 避難行動要支援者名簿の共有・提供

（１） 市の共有

避難行動要支援者名簿は、市の危機管理部、福祉部、子ども未来部、健康管理部、

消防局、総合支所、地域センター、地域事務所において共有します。

（２） 地域の避難支援等関係者への提供

市は、平常時から地域における避難支援体制を構築するため、避難行動要支援者本

人から同意を得て、地域の避難支援等関係者へ避難行動要支援者名簿を提供すること

とします。

また、現に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支

援者の生命又は身体を保護するために特に必要があるときは、「災害対策基本法」の規

定により、本人の同意を得ることなく、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援

等関係者その他の者に名簿情報を提供します。

４ 避難行動要支援者名簿の適正管理・更新

避難行動要支援者の状況は日々変化していくことから、市は、住民の転入・転出、介

護の認定状況、障がい者手帳の交付状況等の情報を基に、避難行動要支援者名簿を定期

的に更新し、名簿情報を最新の状態に保つものとします。

また、避難行動要支援者名簿を適正に管理することは、避難行動要支援者の個人情報

を保護するとともに、避難行動要支援者名簿を活用した避難支援そのものに対する信頼

性を担保し、避難行動要支援者と避難支援等関係者との関係を円滑なものにする上で、

きわめて重要となります。

そのため、名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者は、次の事項を遵守し、名簿情

報の適正管理に努める事とします。
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（１） 名簿の取扱いに関する協定の締結

市は、名簿情報の提供を行う際、提供を受ける避難支援等関係者との間で名簿の取

扱いに関する協定を締結するものとします。

（２） 名簿の保管及び使用の制限

名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者は、個人情報の安全管理のため、可能な

限り、施錠のできる保管庫に保管するなど、適切に管理します。

また、名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者は、避難行動要支援者の避難支援

に関する目的以外に使用し、または避難支援等関係者以外に提供してはならないこと

とします。

（３） 守秘義務

名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者は、避難行動要支援者に関して知り得た

個人情報を漏らしてはならないこととします。名簿の提供を受けなくなった後も同様

とします。

（４） 研修

市は、名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者が、適正に名簿を管理するよう、

『「宮崎市避難行動要支援者名簿」の個人情報取扱いの手引き』を作成し、研修を実施

するものとします。
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第２章 個別避難計画

１ 個別避難計画の作成

市は、宮崎市地域防災計画に基づき、避難行動要支援名簿の登載者に対し、個別避難

計画を作成します。ただし、作成に当たっては、避難行動要支援者の意思を確認し、同

意を得ることとし、本人の同意が得られない場合は作成しないこととします。

また、避難支援等関係者と連携を図りながら、実効性のある個別避難計画の作成に努

めます。

２ 個別避難計画の作成に必要な情報の把握

市は、個別避難計画を作成するに当たり、避難行動要支援者名簿に記載されている情

報に加え、市の関係部局で把握している情報の集約を行います。

さらに、市で把握していない情報の取得が必要であると認められるときは、災害対策

基本法第４９条の１４第５項の規定により、県知事やその他の者に対して情報の提供を

求め、必要な情報の取得に努めます。

また、避難支援等を実施するうえで配慮すべき心身に関する事項などについては、避

難行動要支援者本人や家族、本人と関わりのある福祉専門職、かかりつけ医、民生委員・

児童委員などの関係者からの情報収集に努めます。

３ 個別避難計画の作成に係る方針及び体制

（１） 個別避難計画の作成方針、作成対象者

市が主体となり、避難行動要支援者ごとに作成します。ただし、個別避難計画作成

には、平常時からの避難支援等関係者との連携が重要であることから、避難行動要支

援者のうち、名簿情報提供の拒否を申し出ている者については、この限りではありま

せん。

作成を計画的に進めるため、必要に応じて優先度を判断し、優先度の高い者から作

成します。

優先度の高い者については、市が、日ごろから本人に携わっている介護支援専門員

や相談支援専門員等の福祉専門職と連携して作成します。

その他の者で、本人やその家族、地域の避難支援等関係者で個別避難計画の作成が

可能な場合は、その者が記入した個別避難計画を市に提出し、市はその内容を確認す

るものとします。

（２） 個別避難計画作成の優先度

次の条件を踏まえて判断するものとします。

避難行動要支援者名簿登載者のうち、ハザード区域（洪水・津波・土砂災害）に居

住しているもので、次のいずれかの要件を満たす者。



〈第２編 避難行動要支援者の避難支援等 第２章 個別避難計画〉

- 16 -

① 「避難行動要支援者名簿登載要件 イ」に該当する者（要介護３～５の者）

② 「避難行動要支援者名簿登載要件 ウ」に該当する者のうち重症心身障がい者

の認定を受けている者

③ 「避難行動要支援者名簿登載要件 ウ」に該当する者のうち視覚かつ聴覚障が

い者

④ 「避難行動要支援者名簿登載要件 カ」に該当する者（医療的ケア児・者）

⑤ 「避難行動要支援者名簿登載要件 キ」に該当する者のうち人工呼吸器装着者

⑥ その他、市長が優先度が高いと認めた者

（３） 個別避難計画の記載事項等

市は、個別避難計画を作成するに当たり、以下の事項を記載するものとします。ま

た、避難行動要支援者名簿で集約している情報を活用するとともに、本人とその家族、

避難支援等関係者から収集した情報を個別避難計画に反映し、作成します。

ア 氏名、カナ氏名

イ 生年月日

ウ 性別

エ 住所又は居所

オ 電話番号その他の連絡先

カ 避難支援等を必要とする事由

キ 避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先

ク 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

ケ 上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

（４） 個別避難計画の保管等

作成した個別避難計画は、原本を市が保管し、避難行動要支援者本人及び、必要と

する避難支援等関係者に控えとして写しを交付し保管させるものとします。

市は、個別避難計画を紙媒体で保管するとともに、データ化して保管することとし

ます。

４ 個別避難計画の共有・提供

（１） 市の共有

個別避難計画は、市の危機管理部、福祉部、子ども未来部、総合支所、地域センタ

ー、地域事務所、消防局、健康管理部において共有します。
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（２） 地域の避難支援等関係者への提供

市は、平常時から地域における避難支援体制を構築するため、避難行動要支援者本

人等から同意を得て、地域の避難支援等関係者へ個別避難計画を提供することとしま

す。

また、現に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支

援者の生命又は身体を保護するために特に必要があるときは、「災害対策基本法」の規

定により、本人の同意を得ることなく、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援

等関係者その他の者に個別避難計画を提供します。

５ 個別避難計画の適正管理・更新

避難行動要支援者の状況は日々変化していくことから、市が１年に１度、個別避難

計画の見直し及び確認を行います。

ただし、更新については、本人家族の申し出や避難支援等関係者等からの申し出等

があった場合は、必要に応じて行うこととします。

また、個別避難計画を適正に管理することは、避難行動要支援者の個人情報を保護

するとともに、個別避難計画を活用した避難支援そのものに対する信頼性を担保し、

避難行動要支援者と避難支援等関係者との関係を円滑なものにする上で、きわめて重

要となります。

そのため、個別避難計画の提供を受けた避難支援等関係者は、次の事項を遵守し、

個別避難計画の適正管理に努める事とします。

（１） 個別避難計画の保管及び使用の制限

個別避難計画の提供を受けた避難支援等関係者は、個人情報の安全管理のため、可

能な限り、施錠のできる保管庫に保管するなど、適切に管理します。

また、個別避難計画の提供を受けた避難支援等関係者は、避難行動要支援者の避難

支援に関する目的以外に使用し、または避難支援等関係者以外に提供してはならない

こととします。

（２） 守秘義務

個別避難計画の提供を受けた避難支援等関係者は、避難行動要支援者に関して知り

得た個人情報を漏らしてはならないこととします。名簿の提供を受けなくなった後も

同様とします。
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第３章 避難支援等

１ 避難支援等の基本的な考え方

避難行動要支援者は、災害発生時に必要な情報を素早く的確に把握して、自らを守る

ために安全な場所に避難するなどの一連の行動を取ることが難しく、避難支援等を必要

とします。

本編において、避難支援等は、情報伝達、避難支援、安否確認の３つに大きく分類し

ます。

・情報伝達・・・災害情報の把握に支援が必要な場合、避難情報などの情報提供を

行う。

・避難支援・・・自力または家族の支援だけでは避難が困難な場合、指定避難所等

の安全な場所までの移動を支援する。

・安否確認・・・避難行動要支援者の安否が不明な場合には、電話や戸別訪問によ

り、避難行動要支援者の状況確認を行う。

大規模な災害が発生した場合には、行政のみによる避難支援等は困難となります。そ

のため、市は、共助の考え方を基本として、家族、近隣の者、地域組織、福祉サービス

事業者等の職員など、避難行動要支援者の身近にいる人がまずは避難支援等に当たるよ

う、日頃から啓発を行い、地域における避難行動要支援者避難支援体制構築の取組みを

促します。

また、地域における避難支援を円滑に進めるために、日頃から地域住民同士の交流を

深め、地域ぐるみで避難支援を行う意識の啓発を行います。さらに、実効性のある避難

支援を実施するため、個別避難計画を作成します。

地域における避難支援体制の構築については、マニュアル等を別に示します。

２ 平常時の避難支援体制の構築

（１） 市の避難支援体制の構築

危機管理部、福祉部、子ども未来部、健康管理部、総合支所、地域センター、地域

事務所は、地域の避難支援等関係者が平常時から避難行動要支援者名簿により、地域

に住む避難行動要支援者を把握し、支援体制の構築に取り組むよう支援を行います。

また、実効性のある避難支援を行うため、個別避難計画を作成し、避難支援等関係者

との情報共有を進めます。

さらに、総合支所、地域センター、地域事務所は、災害時に避難行動要支援者の避

難支援を迅速に実施するため、避難支援等関係者の連絡先を把握するなど、情報伝達

体制を整備します。

また、支援体制が整備されていない地区を把握し、特に避難支援等が必要な地区に
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ついては、早急に支援体制の構築を進めます。

（２） 地域による避難支援体制の構築

① 避難支援体制構築の推進

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の提供を受けた避難支援等関係者は、発

令された避難情報を避難行動要支援者及び避難支援者に確実に届けるための情報伝

達体制や地域による避難支援を行うための体制の整備を行います。

その際には、地域内の各組織・団体と役割分担をするなど、連携して避難支援体

制の構築を行います。

また、避難支援等関係者は、災害時の安否確認について、市（各支部）から協力

の要請があった場合に備え、避難支援者と連携して避難行動要支援者の安否情報の

集約を行い、各支部への情報提供ができる体制を整備します。

なお、自主的に避難支援体制を整備している地域自治区等については、先行的な

取組もいかしながら、支援体制の整備を進めます。

② 避難支援等関係者の安全確保

避難支援等関係者の避難支援に当たっては、避難支援等関係者本人又はその家族

等の生命及び身体の安全を守ることが大前提となります。

そのため、市は避難支援等関係者とされた者が避難支援等に法的な義務を負うも

のではなく、また、避難行動要支援者名簿に掲載されたとしても、必ず支援が受け

られるものではないことを周知します。

また、避難支援は避難しようとする人を支援するものであり、避難することにつ

いて、避難行動要支援者の理解を得られるように、平常時から周知を行います。

また、地域で避難支援体制を構築する際には、安全な避難支援等が実施できるよ

うに、地域内の関係組織・団体が話し合いにより、避難支援のルールを決めておく

こととします。

３ 災害時の避難支援

（１） 支援体制の立ち上げ

災害が発生し、または発生するおそれのある場合、市（各支部）は、避難行動要支

援者名簿又は個別避難支援計画に基づき、情報伝達等が迅速に行われるよう連絡体制

の確認等を行います。

さらに、災害警戒本部と同時に、福祉対策部に要配慮者支援班を立ち上げます。

（２） 情報伝達の実施

① 市における情報伝達

各支部は、避難情報等を発令したとき、及び避難所を開設したときは、多様な情
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報伝達手段を活用して、地域の避難支援等関係者または、避難行動要支援者本人や

家族に対し、事前に整備した情報伝達体制の下、速やかに情報の提供・伝達を行う

ものとします。

なお、連絡体制が未整備の地区においては、避難行動要支援者名簿を基に、地域

の避難支援等関係者と協力して、情報伝達を行います。

② 地域の避難支援等関係者における情報伝達

市や防災関係機関が発令する情報の伝達を受けたときは、事前に整備した情報伝

達体制の下に、情報伝達を行います。また、避難情報等が発令された場合は速やか

な避難を促します。

なお、情報伝達体制が未整備の地区に関しては、避難行動要支援者名簿を基に可

能な限り、情報伝達を行うものとします。

（３） 避難支援の実施

① 市の役割

各支部及び福祉対策部は、個別避難計画に基づき、地域の避難支援等関係者と連

携を図りながら、迅速な避難支援が行えるよう支援するとともに、必要な場合は、

消防対策部の出動を要請します。

個別避難計画が、未作成の避難行動要支援者については、避難行動要支援者名簿

を基に、地域の避難支援等関係者と連携し、避難支援を行います。

② 地域の避難支援等関係者及び避難支援者の役割

個別避難計画を基に、可能な限りの避難支援を実施します。その際、地域の避難

支援等関係者や避難支援者以外の支援が必要な場合には、状況に応じて、それぞれ

の居住する地域の各支部に応援要請を行うものとします。

また、個別避難計画が未作成の避難行動要支援者においても、避難行動要支援者

名簿を基に、可能な限り避難支援を行うものとします。

③ 避難支援における留意事項

地域の避難支援等関係者および避難支援者は、風雨が強い場合や浸水が始まって

いるなど、自身の安全が確保できない状況においては、専門的な装備や資機材が必

要となることから、無理をしての避難支援は控え、市の各支部に応援要請を行うも

のとします。

（４） 避難状況の把握及び安否確認の実施

① 安否情報の収集を行う災害

避難行動要支援者の安否情報の収集は、市（本部対策室、福祉対策部）からの安
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否確認の実施の要請を受けて行うこととします。

② 市の役割

要配慮者支援班は、避難行動要支援者の避難状況や安否情報について、必要に応

じて各支部からの情報を収集するとともに、関係者等からの照会に対応します。

また、各支部は、安否確認の実施が要請されたときは、避難行動要支援者の避難

状況及び安否情報を集約し、福祉対策部からの指示により要配慮者支援班へ報告す

るものとします。

さらに、各支部は、地域の避難支援等関係者等から集約した情報を避難行動要支

援者名簿と照合し、避難の状況を把握するとともに、避難行動要支援者に係る問い

合わせ等への対応を行うものとします。

③ 地域の避難支援等関係者及び避難支援者の役割

地域の避難支援等関係者は、市からの安否確認の実施について協力の要請を受け

た場合は、避難支援者等と連携して、速やかに、避難行動要支援者の安否を確認し、

それぞれの居住する地域の各支部に報告するものとします。

（５） 関係団体との連携

① 宮崎市社会福祉協議会との連携

宮崎市社会福祉協議会では、平常時から避難行動要支援者名簿の提供を受け、避

難支援等が必要なものを事前に把握しておき、災害時には、市からの依頼により、

可能な限り避難支援等に協力します。

そのため、市は、平常時から宮崎市社会福祉協議会との連携を図ります。

② 福祉サービス事業者との連携

福祉サービス事業者によるサービス利用者については、担当する介護支援専門員

や相談支援専門員等が、安否確認や避難支援を実施している場合もあることから、

災害発生時には、福祉対策部において福祉サービス事業者と連絡を取り、避難行動

要支援者の安否情報等を把握します。

そのため、福祉部局、子ども未来部局は平常時から、福祉サービス事業者との協

力体制の構築を進めます。

（６） 情報提供拒否者等への対応

① 情報提供拒否者への対応

災害が発生し、または災害が発生するおそれのある場合で、避難行動要支援者の

生命または身体を保護するために必要のあるときは、市（各支部及び福祉対策部）
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は、その同意の有無にかかわらず、避難支援等の実施に必要な限度で、地域の避難

支援等関係者その他の者に名簿情報等を提供し、可能な範囲で、避難支援等を行う

よう要請します。

市は、避難支援等関係者その他の者による避難支援を支援するとともに、避難支

援等関係者その他の者のみでは対応できない場合は、市職員などによる避難支援等

を実施します。

② 自治会等未加入者等への対応

市は、災害時の避難支援については、地域における共助が基本となることから、

自治会等の地域組織への加入を促進します。

避難行動要支援者のうち、自治会等への加入の呼びかけに応じない者や自治会等

未結成地域の者については、地域での避難支援が受けられない可能性もあることか

ら、その旨を市（各支部及び福祉対策部）は避難行動要支援者名簿を活用して、平

常時から把握しておくこととします。

災害が発生した場合には、市（各支部）が避難支援等に当たりますが、行政だけ

では十分な対応が取れないことも予測されることから、地域の避難支援等関係者と

連携しながら、避難支援等を実施します。
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第３編 避難後の支援活動

第１章 避難所等における要配慮者支援体制

１ 相談窓口の設置

要配慮者に必要とされる支援は一人一人異なり、また、心身の状態等によっても異な

ることが考えられます。

このことから、避難生活が中長期にわたる場合には、市（本部対策室又は福祉対策部）

は、災害相談窓口を開設し、支援ニーズを把握するとともに、必要なサービスの提供に

努めます。さらに、市（健康管理対策部）では、救護所や巡回保健活動において、健康

相談を行います。

また、民生委員・児童委員や地域包括支援センターなどの福祉関係者、地域の支援者

の協力も得ながら避難所での相談体制を整えます。

２ 情報提供

避難所では、情報が不足することにより要配慮者が必要以上に不安を抱くことが想定

されることから、報道機関や市等からの情報を的確に提供する必要があります。

このため、市（各支部）は、情報提供に当たって、それぞれ要配慮者の心身の状態に

配慮し、紙媒体や音声・文字などの様々な方法を用いて実施します。また、掲示物や紙

媒体での情報提供では、文字を大きくしたりイラストを用いるなどして、高齢者から子

ども、外国人まで誰でも分かりやすい表示に努めます。

３ 生活環境の整備

市（本部対策室、各支部、福祉対策部）は避難所での要配慮者の避難状況に応じて、

バリアフリー化されていない避難所については、要配慮者が利用しやすいようスロープ

や障がい者用トイレの仮設に努めるとともに、要配慮者には畳部屋や冷暖房設備が整備

された部屋を割り当てるなどの配慮を行います。また、オムツの交換や授乳ができる場

所の確保にも配慮します。

さらに、避難が長期化する場合には、畳やマット等の敷設やプライバシー確保のため

の間仕切りなど、生活環境の整備に努めます。

４ 医療・福祉サービスの継続

避難所で生活する要配慮者の中には、個々のケースに応じて、在宅医療や福祉サービ

スが必要となる場合があります。このことから市（福祉対策部及び要配慮者支援班、健

康管理対策部）は関係機関やサービス事業者と協力し、適切な医療・福祉サービスを確

保・継続できるように努めます。
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５ こころのケア

被災した経験や、慣れない避難所での生活が続くことにより、身体的な疲労に加えて

ストレスの蓄積による体調の変化や、PTSD（心的外傷後ストレス障がい）等が懸念され

ます。

市（健康管理対策部）は、県精神保健福祉センターや関係機関の協力を得ながら、PTSD

を含む精神保健活動など、こころのケアに取り組みます。

６ 健康管理

避難所は、避難者や支援関係者など、多くの人たちが出入りすることから、要配慮者

の健康管理のほか、栄養対策、感染症対策、食中毒対策など予防対策が大切になります。

市（健康管理対策部）は、関係機関と連携しながら継続的な保健活動を行います。

７ 避難所以外の要配慮者への支援

被災した要配慮者の中には、他人との共同生活が難しい等の理由から避難所以外の自

家用車や自宅敷地内で避難生活を送る人がいることも考えられます。

市（各支部、福祉対策部、子ども未来対策部、要配慮者支援班、健康管理対策部）は、

自治会、民生委員・児童委員等地域の支援者及び関係機関と連携しながら、こうした避

難生活を送る要配慮者の所在や現状の把握に努めるとともに、本人が必要とする支援策

を実施します。

８ 福祉避難所・医療機関等への移送

市（本部対策室、要配慮者支援班、健康管理対策部、各支部）は、健康状態の確認や

相談に応じながら、必要な場合には福祉避難所の設置を行い、移送を検討します。また、

状況によっては、福祉施設等への緊急入所や医療機関への入院などの対応を行います。

９ 民間団体等との連携

災害時においては、要配慮者支援にボランティア団体、障がい者団体等の力を借りる

ことも有効な方策の一つとなります。

そのため、市（福祉対策部、子ども未来対策部）は民間団体等と必要な連携を図るた

め、平常時から、要配慮者支援に対する協力体制の構築に努めます。

また、市社会福祉協議会が主体となって設置する災害ボランティアセンターにおいて、

被災した要配慮者ニーズに基づき、災害からの早期復旧・復興を目指した生活支援等を

行います。
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第２章 福祉避難所

１ 福祉避難所の概要

災害時における要配慮者を含む被災者の避難生活場所については、在宅での避難生活、

一般の指定避難所での生活、福祉避難所での生活、緊急的な入所（緊急入所）等が考え

られます。

市は、高齢者、障がい者等で指定避難所での生活において特別な配慮を必要とする者

を収容する避難所として、避難が長期化する等、必要とする状況となった場合に、福祉

避難所を開設します。

２ 福祉避難所の対象となる要配慮者

福祉避難所の対象となる要配慮者は、身体等の状況が特別養護老人ホーム又は老人短

期入所施設等への入所や医療機関への入院するに至らない程度の者であって、通常の指

定避難所での生活において特別な配慮を要する者とします。

具体的には、高齢者、障がい者の他、妊産婦、乳幼児、病弱者等の避難所生活におい

て何らかの特別な配慮を必要とする者及びその家族又は介助者となります。

なお、特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等への入所対象者はそれぞれ緊急入

所等を含め、当該施設で適切に対応されるべきであるため、原則として福祉避難所の受

入れ対象者とはなりません。しかしながら、緊急かつ一時的に福祉避難所へ避難するこ

とが必要な場合には、福祉避難所へ受入れた後、適切に対応するものとします。

３ 福祉避難所の整備

市は避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等を通じて、福祉避難所を必要と

する要配慮者の概数把握に努めるとともに、福祉避難所の整備を進めます。

（１）福祉避難所の指定

市は災害対策基本法施行規則第 1条の９の基準に加えて、バリアフリー化等を考慮し、

要配慮者の利用に適している施設等を、予め福祉避難所として指定します。また、指定

福祉避難所として指定したときは、その名称、所在地及び当該指定福祉避難所に受け入

れる対象者等を公示し、周知に努めます。

（２）社会福祉施設等を福祉避難所として利用するための協定締結

市は、福祉避難所として利用可能な社会福祉施設等と福祉避難所として利用するため

の協定締結を行い、大規模災害時における要配慮者の避難場所の確保に努めます。

協定書には、受け入れる際の要件や費用負担等について明らかにし、円滑な福祉避難
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所の開設や運営を図ることとします。

４ 福祉避難所の開設と運営

市（本部対策室、福祉対策部、子ども未来対策部、要配慮者支援班、各支部）は、避

難所配備職員から、指定避難所での生活に特別な配慮が必要な要配慮者がいるとの報告

を受けた場合には、福祉避難所の開設について調整等を行い、開設・運営を行います。

福祉避難所の開設・運営については、「福祉避難所設置・運営マニュアル」を整備する

とともに、避難訓練等において実効性を確認します。

また、避難行動要支援者の個別避難計画作成等を通じて、福祉避難所への直接の避難

が必要とされた場合には、事前に指定福祉避難所等と受入れ対象者の調整等を行うこと

で、福祉避難所への直接の避難が可能となるよう努めます。
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《資 料》

【資料】

１ 要配慮者の特性ごとに把握すべき内容

２ 宮崎市要配慮者支援班設置要綱
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資料１ 要配慮者の特性ごとに把握すべき内容

種別 身体的状況等の特性 配慮事項、特徴的なニーズ

①介護支援が

必要な

高齢者

【高齢者一般】

○体力が衰え、行動機能が低下し、迅速に行

動できない場合がある。

○避難情報や緊急事態の察知が遅れる場合

がある。

○家族と同居している高齢者でも、昼間は独

居となる場合がある。

【寝たきり高齢者等】

○運動機能やバランス機能が低下している

ことから、自力での避難が困難である。

○体温調節機能の低下から、温度の変化等へ

の対応能力が弱くなっている。

【認知症の高齢者等】

○記憶力の低下、時間や季節感の感覚が薄れ

る等の見当識障がい、妄想、徘徊などの症

状がみられ、自分で判断し行動することや

自分の状況を説明することが困難である。

○単独での避難生活が難しく、徘徊による負

傷等のおそれがある。

○高齢者の避難誘導に際しては、転倒を防ぐ

ため、移動の際の段差や傾斜、路面の凍結

等滑りやすさに十分注意する必要がある。

○高齢者は迅速な移動が困難なため、避難開

始に当たって余裕を見て行動する必要が

ある。

○避難の際は、落ち着いた行動を促すことに

留意する。

②
障
が
い
者

視覚

障がい者

○被害の状況を知ることができない。（視覚

による緊急事態の察知が不可能な場合が

多い。）

○災害時には、住み慣れた地域でも環境が変

わることで、いつもどおりの行動ができな

くなる。

○避難所等慣れない場所で行動することが

難しい。

○視覚による緊急事態等の覚知が難しいた

め、音声による情報伝達及び状況説明が必

要。

○日常の生活圏外では、介助者がいないと避

難できないため、避難誘導等の援助が必

要。

○補助犬などは、使用者と離ればなれになら

ないための配慮が必要。

聴覚

障がい者

○音声による情報が伝わらない。（視覚以外

では異変・危険の察知が困難。音声による

避難誘導の認識ができない。）

○言葉で人に知らせることが難しい。外見か

らは障がいのあることが分からない。

○中途失聴者の場合は、情報伝達方法に注意

が必要となる。

○音声による避難・誘導の指示が認識できな

いため、手話・要約筆記・文字・絵図等を

活用した情報伝達及び状況説明が必要で

ある。
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種別 身体的状況等の特性 配慮事項、特徴的なニーズ

②
障
が
い
者

音声・言

語・そしゃ

く機能

障がい者

○平常時でも、言葉で人に知らせることが難

しい。

○外見からは障がいのあることが分からな

い。

○自分の状況等を伝える際の音声による会

話が困難である場合が多いため、状況に応

じて筆談などの様々な方法による状況説

明が必要である。

肢体不自

由者

○自分の身体の安全を守ることが難しい。

○自力で避難することが難しい。

○自力歩行や素早い避難行動が困難な場合

が多いため、車いす等の補助器具が必要で

ある。この場合、メンテナンスキット（空

気入れ、パンク修理、工具）も必需品であ

る。

○担架等での避難支援が必要な場合がある。

重症心身

障がい者

○ほとんど寝たままで、自力では起き上がれ

ない人が多い。

○独りでの歩行ができないため、自力で避難

することが難しい。

○誤えんを起こしやすく、自力での食事が困

難である。

○肺炎や気管支炎を起こしやすく、てんかん

発作を持つ人も多い。

○言葉による理解や意思疎通が困難である。

○体温の調整が苦手なので、室内の温度に配

慮が必要である。

○手足が細く骨がもろくなっている人が多

いため、介助時に配慮が必要である。

○その人に合った方法でコミュニケーショ

ンを取る必要がある。

○排せつ、入浴には全介助が必要である。

○痰の吸引や人工呼吸器、酸素ボンベの管理

など医療的なケアが必要な場合がある。

内部

障がい者

○障がいによっては、自力歩行や素早い避難

行動が困難な場合がある。

○外見からは障がいのあることが分からな

い。

○心臓、腎臓、呼吸器などに機能障がいがあ

り、人工透析など医療的援助が必要な場合

がある。

○医薬品を携帯する必要がある。

○自力歩行や素早い避難行動が困難な場合

は、車いす等の補助器具が必要である。こ

の場合、メンテナンスキット（空気入れ、

パンク修理、工具）も必需品である。

○医薬品や医療機材を携帯する必要がある

ため、医療機関等による支援が必要であ

る。

○ストーマ装用者にあってはストーマ用装

具が必要である。

○人工透析患者は 3～4日以内の透析が必要

なため、医療機関の支援が必要である。
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種別 身体的状況等の特性 配慮事項、特徴的なニーズ

知的

障がい者

○急激な環境の変化に順応しにくい。

○一人では理解や判断することが難しく（緊

急事態等の認識が不十分な場合）、環境の

変化による精神的な動揺が見られる場合

がある。

○何が起こったかを短い言葉や文字、絵、写

真などを用いて分かりやすく伝えて事態

の理解を図る。

○日常の支援者が同伴するなどして、気持ち

を落ち着かせながら安全な場所へ誘導す

る必要がある。

②
障
が
い
者

発達

障がい者

○自分で情報を判断したり、自分の状況を伝

えることが困難な場合がある。

○災害の深刻さや状況を理解しにくく、危険

性の度合いや必要性を受け止めにくい。

○環境の変化に順応しにくく、精神的動揺が

激しい場合がある。

○集団生活になじめない場合がある。

○否定的な表現や強制はパニックを引き起

こす場合がある。

○こだわりが強く、その状況を変化させるこ

とへの適応が難しい場合がある。

○肯定的な表現を用いる、常に落ち着かせる

など精神面での配慮が必要である。

○避難所で個室や間仕切りの確保等の配慮

が必要な場合もある。

○急な変更や変化に対応することが難しい

ため、実現可能な情報提供が必要である。

精神

障がい者

○災害発生時には、精神的動揺が激しくなる

場合がある。

○自分で危険を判断し、行動することができ

ない場合がある。

○普段から服用している薬を携帯する必要

がある。

○不眠などの身体面、気分の落ち込みや意欲

の低下などの感情面のほか、生活・行動面

など様々な症状がある。

○気持ちを落ち着かせることが必要である。

○日頃から自ら薬の種類を把握するよう指

導するとともに、医療機関による支援が必

要である。

③難病患者 ○疾患によって、身体障がい者手帳等を所持

し、あるいは、障がい者に準ずる状態にあ

ることから、それぞれの特性に配慮した対

応を取る必要がある。

○治療法が確立していない疾患であること

から、日常的に必要な医薬品等を確保する

必要がある。

○肢体が不自由な場合や、外見からは障がい

があることが分からない場合があるため、

それぞれの病態や症状に応じた避難誘導

等の援助が必要である。

○慢性疾患患者が多く、医薬品の確保につい

て医療的援助が必要な場合がある。

○人工呼吸器、痰の吸引、在宅酸素、経管栄

養など医療的なケアが必要な場合がある。
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④傷病者 ○負傷の状況によっては、無理な移動が生命

の危険につながることもある。

○負傷の程度により、他の要配慮者と同様の

各種支援が新たに必要になる。

○医療施設への搬送が基本となるが、大規模

災害が発生し重傷者が多数発生した場合、

救急の対応には限界がある。

⑤乳幼児 ○摂取できる食事に制約がある場合がある。

（ミルク、離乳食等による食事制限）

○夜間の夜泣き、夜尿症等を伴う場合

がある。

○災害時のストレスに伴う心身の変調を自

分で認識し、説明できないため、健康状

態・精神状態の把握が困難である。

○粉ミルク、離乳食、哺乳瓶、おむつ等を確

保する。

○育児室を就寝場所から離れた場所に設置

する等、室内の配置について配慮が必要で

ある。

○居室・被服による温度調整（体を冷やさな

いように）に努める。

⑥妊産婦 ○迅速な移動が困難であったり、精神的に情

緒不安定となったりする可能性がある。

○災害時の環境変化やストレス等が流産や

早産につながる可能性がある。

○本人の意向を確認の上、避難時の介助が必

要な場合がある。

○避難所での保健医療サービスの提供や、心

のケア対策などが必要である。

○避難所生活中、十分な栄養が取れるように

努める。

○居室・被服による温度調整（体を冷やさな

いように）に努める。

○避難所に授乳場所を確保する。

○状態が急変した場合（分娩等）、医療機関

等による支援が必要となる。

⑦小学生 ○非常事態に取るべき行動が分からない場

合がある。

○保護者不在での避難が困難な場合がある。

○年齢に応じた対応が必要となる。

○避難所などの集団生活により、気持ちが高

ぶることがある。

○災害発生時に保護者が不在の場合の避難

についての備えが必要である。

○必要な情報は、簡単な言葉で分かりやすく

伝えるように努める。

○学校と災害時の対応を確認しておく。

○避難所での生活ルールを保護者から伝え、

その場にあった行動を取らせる。
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⑧日本語が

不自由な

外国人

○日本語でのコミュニケーションが困難な

場合があり、発災時の災害情報や避難所で

の掲示情報を正しく認識できない。

○生活習慣・文化等が異なる。

○災害発生時の災害情報、避難経路・避難場

所等について多言語やピクトグラム（絵文

字）・イラスト等で伝達する等の工夫が必

要である。

○情報の伝達に日本語を用いる場合は、でき

るだけ分かりやすい言葉を使い、漢字には

ふりがなをふったりイラストなども使用

する。

○生活習慣・文化等多方面での配慮が必要で

ある。
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宮崎市要配慮者支援班設置要綱

（設置目的）

第１条 この要綱は、宮崎市要配慮者避難支援プランに規定する要配慮者支援班の設置について、宮崎市地域防災計

画に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

（掌握業務）

第２条 要配慮者支援班は、次に掲げる業務を所掌する。

一 避難行動要支援者の避難状況及び安否情報の全体集約に関すること

二 福祉避難所の連絡調整に関すること

（組織）

第３条 要配慮者支援班の組織は、次のとおりとする。

一 班長 福祉総務課長 １名

二 班員 福祉総務課、障がい福祉課、地域包括ケア推進課、介護保険課、社会福祉第一課、社会福祉第二課、指

導監査課、保育幼稚園課、子育て支援課、親子保健課の職員のうち、それぞれの課の所属長が指名する

者 各１名

２ 前項の規定にかかわらず、班長は必要と認めるときは、前項に規定する者のほかに班員を任命することができる。

３ 班長は、要配慮者支援班の業務を総轄する。

（設置時期）

第４条 宮崎市警戒本部が設置されたときは、直ちに要配慮者支援班を設置する。

２ 前項の規定にかかわらず、班長は、必要と認めるときは、本部総括班長と協議し、要配慮者支援班を設置するこ

とができる。

（設置場所）

第５条 要配慮者支援班は、福祉総務課内に設置する。

（庶務）

第６条 要配慮者支援班の庶務は、福祉総務課において処理する。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、要配慮者支援班の運営に関し必要な事項は、班長と班員が協議のうえ定める。

附 則

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年３月２９日）

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年３月３１日）

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年５月３１日）

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。

附 則（平成２９年４月１日）

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（令和４年４月１日）

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。


